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Ⅰ．データで見るわが国の訪日・在留外国人をめぐる状況



図1 わが国の在留外国人数の推移
（出所：出入国在留管理庁「令和４年末現在における在留外国人数について」）

図3 わが国の在留外国人の国籍・地域別割合
（出所：出入国在留管理庁「令和４年末現在における在留外国人数について」）

図2 わが国の訪日外客数の推移
（出所：日本政府観光局「訪日外客統計」）

図4 2023年1月～7月の訪日外客の国籍・地域別割合
（出所：日本政府観光局「訪日外客統計」）

１．増加・多国籍化する在留・訪日外国人
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＜第1類型：在留外国人患者＞

＜第3類型：病気や怪我で治療を必要とす
訪日外国人患者＞

＜第2類型：医療目的で来日する外国人患者＞

＜医療機関＞

２．医療機関と外国人患者

・「いつ」「どこで」「どれくらい」「どのような言語」の患者が
受診してくるか予測困難

・多くの医療機関にとって避けられない問題

・日本語でのコミュニケーションが困難な患者が多い

・日本とは異なる、様々な医療習慣・医療文化、宗教等を 
有する。→日本の医療習慣・医療文化に慣れていない。

・基本的に全額自己負担
→未収金のリスクが高い

・海外旅行保険・医療アシスタンス/搬送等、これまで日本
の医療機関が経験したことのない手続き（事務処理）等
が求められることがある。

・母国（他国）に戻る患者であるため、（特に高額・長期治
療の場合には）日本国内でどこまで治療を行うかの判断
が求められる。等

＜訪日外国人患者の特徴＞



例）「令和3年度在留外国人に対する基礎調査」から

（出所：出入国在留管理庁）

図5 わが国の在留外国人数の在留資格別構成割合
（出所：出入国在留管理庁「令和5年6月末現在における在留外国人数につい
て」）



Ⅱ．国の施策の動向



１．わが国の外国人医療をめぐる主な施策の変遷

年 関連施策等 備考

2010年（H22）年 「新成長戦略」
→国際医療交流（外国人患者の受入れ）の推進
・2011年 医療滞在ビザ創設
・2011年 外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）の創設

2013年（H25)年 「健康・医療戦略」
・2013年 Medical Excellence Japan（MEJ）の創設
→インバウンド・アウトバウンドの推進

・厚労省：医療国際展開戦略室を設置
（→H26 医療国際展開推進室に改組）

2016年（H28）年 「日本再興戦略2016」（H28年6月2日閣議決定）
「明日の日本を支える観光ビジョン」（H28年）
・「観光立国の実現」
→「すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に」

「急患等にも十分対応できる外国人患者受入れ体制の充実」
→「2020年までに外国人患者が受入れ体制が整備された医療機

関を…現在の約5倍にあたる100か所で整備することを目標」

・厚労省：「外国人向け多言語説明資料」（院内書類5言語）
・厚労省：「医療通訳・外国人向け医療コーディネーターの

配置支援事業」
・厚労省：「医療通訳育成カリキュラム・テキスト」公表
・観光庁：「訪日外国人旅行者受入れ医療機関」リスト作成

・MEJ：”ジャパンインターナショナルホスピタルズ”創設

2017年（H29）年 「未来投資戦略2017」
→「訪日・在留外国人患者が安心安全に日本の医療機関を受診できるように

…、2020年までに100か所で整備する目標を前倒し、本年度中の達成を
目指す。…これらの基幹医療機関に加え、地域の実情を踏まえながら外
国人患者の受入れ体制の裾野拡大に着手し、…充実を目指す。」

・厚労省：「電話医療通訳の利用促進事業」

2018年（H30年） 「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」（6月）
→近年の訪日外国人医療施策はこちらを中心に展開

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（12月）
→2019年4月に創設される新しい在留資格「特定技能」を見据えて発表
→在留外国人関係の医療についても言及

・厚労省：「希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業」
・厚労省（＋観光庁）
「地域の医療・観光資源を活用した外国人受入れ推進の
ための調査・展開事業」（継続）

２０20年 ＜新型コロナ関連（医療）＞
・厚労省「医療機関等における新型コロナウイルス感染症対応に資する電話医療通訳サービス事業」（無料）
・厚労省「医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備事業」
・厚労省「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業」等

これらの事業
も継続



２．総合対策の概要

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/kokusaitenkai/gaikokujin_wg_dai3/gijisidai.html



例）東京都の対策協議会

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/gaikokujin/kentou/index.html



https://www.onestop.emergency.co.jp/

例）医療機関が利用できる夜間・休日対応ワンストップ窓口



https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000795505.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000789484.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000584880.pdf

例）各種マニュアル



https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf



例）訪日外国人受診者による医療費不払い防止のための支援資料の紹介及び不払い情報報告システム

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html


３．総合的対応策の概要

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/index.html



https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/pdf/roadmap_honbun.pdf



４．施策に関する情報源
（１）厚生労働省医療国際展開推進室Webサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokusai/index.html



（２）厚生労働省補助事業「外国人患者受入れ情報サイト」

https://internationalpatients.jp/



（３）「外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修」 令和5年度も実施予定
申し込み期間2023年12⽉15⽇（⾦）〜
1⽉31⽇（⽔）17:00まで



ご清聴ありがとうございました。
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